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９
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4
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時
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本
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開
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２
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３
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日
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９
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6
日
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時
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本
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に
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す
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日
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日
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９
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日
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日
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〃
 

９
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９
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日
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時
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３
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９
月

2
5
日
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会
 

９
月

2
6
日
 

日
 

 
 

 
〃
 

   月
 
日
 

曜
 

開
議
時
刻
 

日
 

 
程
 

９
月

2
7
日
 

月
 

午
前
1
0
時
 

○
 

本
 
会
 

議
 

１
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す
る
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0
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0
日
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0
時
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本
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議
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政
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す
る
一
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問
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議
案
（
先
議
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案
を
除
く
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に
対
す
る
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疑
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月
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日
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（
議
事
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理
日
）
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２
日
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休
 

 
会
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0
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３
日
 

日
 

 
 

 
〃
 

1
0
月

４
日
 

月
 

午
前
1
0
時
 

○
 

本
 
会
 

議
 

１
 

県
政
に
対
す
る
一
般
質
問
・
議
案
（
先
議

議
案
を
除
く
）
に
対
す
る
質
疑
 

1
0
月

５
日
 

火
 

午
前
1
0
時
 

○
 

本
 
会
 

議
 

１
 

県
政
に
対
す
る
一
般
質
問
・
議
案
（
先
議

議
案
を
除
く
）
に
対
す
る
質
疑
 

 
２
 

議
案
（
先
議
議
案
を
除
く
）
委
員
会
付
託
 

３
 

請
願
、
陳
情
委
員
会
付
託
 

1
0
月

６
日
 

水
 

 
（
議
事
整
理
日
）
 

1
0
月

７
日
 

木
 

 
（
常
任
委
員
会
）
 

1
0
月

８
日
 

金
 

 
（
特
別
委
員
会
）
 

1
0
月

９
日
 

土
 

 
休
 

 
会
 

1
0
月

1
0
日
 

日
 

 
 

 
〃
 

1
0
月

1
1
日
 

月
 

午
前
1
0
時
 

○
 

本
 
会
 

議
 

 
１
 

常
任
委
員
長
報
告
 

 
２
 

議
案
（
先
議
議
案
を
除
く
）
の
可
否
決
定
 

 
 
３
 

請
願
、
陳
情
の
採
否
決
定
 

 
４
 

閉
 

会
 

 

令
 
和
 
３
 
年
 
９
 
月
 
定
 
例
 
会
 
議
 
事
 
日
 
程
 
（
案
）
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議会資料２

請願・ 陳情に関する取扱要領の一部改正について（ 案）  

請願・ 陳情に関する取扱要領（ 令和３年３月25日鳥取県議会議長伺定め） の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、 下線で示すように改正する。  

改 正 後 改 正 前 

（ 請願・ 陳情文書表の配付等（ 会議規則第82条関

係））  

第10条 議長は、 定例会に付議する全ての請願・ 陳

情文書表を、 当該請願又は陳情に係る予備調査の

常任委員会終了後速やかに配付する。  

２  略 

（ 請願・ 陳情文書表の配付等（ 会議規則第82条関

係））  

第10条 議長は、 全ての請願・ 陳情文書表を、 次の

各号に掲げる区分に応じ、 当該各号に定める日に

配付する。  

(１ ) 継続分 定例会開会日 

(２ ) 新規分 定例会開会日から５ 日目に当たる

日（ 県の休日は、 算入しない。）  

２  略 

附 則 

 この要領の一部改正は、 令和３年９月定例会から施行する。  

議会資料２
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文 書 表 
請願（継続）・○○○○常任委員会 

受理番号及び 
受 理 年 月 日 

所 管 件   名 議決結果 

３年－○ 

( R3.○.○ ) 
□ □ □ □ 

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△に関する意見書の提出等に 

ついて 

 

▼請願事項 

１ 鳥取県議会から知事に対し、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊するよう求めること。 

２ 鳥取県議会から国に対し、＊＊＊＊＊＊＊＊に関する意見書を提出すること。 

 

▼請願理由 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼提 出 者 

 鳥取県いろはにほへと協議会 代表 鳥取 米子（◯◯市◯◯１丁目234） 

 あいうえおの会鳥取県支部 支部長 因幡 はくと（◯◯郡◯◯町123－45）                    署名者数1,234名 

▼紹介議員 

 鳥取 米子  砂丘 鬼太郎 

議 会 資 料 

（委員会資料／新様式） 

 

 

現 状 と 県 の 取 組 状 況 
 □□□□部（△△△△局○○○○課）

【現 状】 

〇 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

〇 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

〇 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

〇 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 

【県の取組状況】 

〇 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ・＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ・＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

〇 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 

 

執行部提出参考資料 
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予備調査用  

◯◯◯◯常任委員会・請願 

受理番号及び 
受理年月日  

所 管 件  名  及  び  要  旨    提     出     者    審査結果 

３年－○ 
( 3. ○.○) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□□□ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△△に関する意見書の提出等について 

 

▼請願理由 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 

▼請願事項 

１ 鳥取県議会から知事に対し、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊するよう求めること。 
２ 鳥取県議会から国に対し、＊＊＊＊＊＊＊＊に関する

意見書を提出すること。 
 

 鳥取県いろはにほへと協議会 

 代表  鳥 取 米 子 

 （◯◯市◯◯１丁目 234） 

 あいうえおの会鳥取県支部 

 支部長  因 幡 は く と 

 （◯◯郡◯◯町 123－45） 

 

署名者数 1,234 名 

 

（紹介議員） 

 鳥 取 米 子 

 砂 丘 鬼 太 郎 

 

◯◯◯◯常任委員会・請願 

 

（委員会資料／旧様式） 

 

 
請願（継続）                                                         ○○○○課 

受 理 番 号 
（受理年月日） 

所 管 件名及び提出者 現状と県の取組状況 

３年－○号 

（ 3. ○.○） 
□□□□ △△△△△△△△△△△△

△△△△△△△△△△△△

△ △ △ △ △ △ △ に 

関する意見書の提出等につ

いて 

 

鳥取県いろはにほへと 

協議会 

代表 鳥取 米子 

 

あいうえおの会鳥取県 

支部 

支部長 因幡 はくと 

 

署名者数 1,234 名 

 

 

（紹介議員） 

鳥 取 米 子 

砂 丘 鬼太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現 状】 

１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

＜全国の状況＞ 

（１）○○○○○○○○○ ・・・・・ ３県（○○県、○○県、○○○県） 

（２）○○○○○○ ・・・・・・・・１２県（○○県、○○県、○○県ほか） 

（３）○○○○○○○○○ ・・・・・ なし 

＜県内の状況＞ 

（１）○○○○ ・・・・・・・・・・１６市町 

 （２）○○○○ ・・・・・・・・・・ ３市町村（○○市、○○町、○○○村） 

３ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

【県の取組状況】 

１ ○○○○○○○ 
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請 願 一 覧 表（ 陳 情 一 覧 表 ） 
 

請願（新規）・○○○○常任委員会（陳情（新規）・○○○○常任委員会） 

受理番号及び 
受 理 年 月 日 

所 管 件   名 備 考 

○ ３年－17 

( R3. 9.14 ) 
商 工 労 働 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○について 

 

 ３年－18 

( R3. 9.18 ) 
農 林 水 産 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する意見書の提出について 

 

 ３年－18 

( R3. 9.18 ) 
農 林 水 産 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する意見書の提出について 

 

 

請願（継続）・□□□□常任委員会（陳情（継続）・□□□□常任委員会） 

□ ３年－17 

( R3. 9.14 ) 
商 工 労 働 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○について 

 

請願（新規）・□□□□常任委員会（陳情（新規）・□□□□常任委員会） 

□ ３年－17 

( R3. 9.14 ) 
商 工 労 働 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○について 

 

 ３年－18 

( R3. 9.18 ) 
農 林 水 産 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する意見書の提出について 

 

 ３年－18 

( R3. 9.18 ) 
農 林 水 産 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する意見書の提出について 

 

 

 

  

 

 

請 願 文 書 表 （ 陳 情 文 書 表 ） 
請願（新規）・○○○○常任委員会（陳情（新規）・○○○○常任委員会） 

受理番号及び 
受 理 年 月 日 

所 管 件   名 議決結果 

３年－16 

( R3. 9. 1 ) 
商 工 労 働 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための2022年度政府予算に係る意見書の採択について 

取 下 げ 

( R3. 9.29 )

▼請願事項（陳情事項） 

 鳥取県議会から国の関係機関に対し、2022年度政府予算編成において下記の事項が実現されるよう求める意見書を提出すること。 

１ 中学校・高等学校での35人学級を早急に実施すること。また、さらなる少人数学級について検討すること。 

２ 学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、加配の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること。 

３ 自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう加配の削減は行わないこと。 

 

▼請願理由（陳情理由） 

 改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に 35 人に引き下げられる。今後、小学校だけに留まるのではなく、

中学校・高等学校での 35 人学級の早期実施が必要である。さらに、きめ細かな教育をするためには 30 人学級の実現が不可欠である。 

 そのうえ、文部科学大臣も、改正義務標準法にかかわる国会答弁の中で、30 人学級や中・高における少人数学級の必要性についても言及して

いる。 

 学校現場では、新型コロナウイルス感染症対策による教室の消毒作業等や貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積しており、子ども

たちのゆたかな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。ゆたかな学びや学校の働き

方改革を実現するためには、加配の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠である。 
 改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に 35 人に引き下げられる。今後、小学校だけに留まるのではなく、

中学校・高等学校での 35 人学級の早期実施が必要である。さらに、きめ細かな教育をするためには 30 人学級の実現が不可欠である。 

 そのうえ、文部科学大臣も、改正義務標準法にかかわる国会答弁の中で、30 人学級や中・高における少人数学級の必要性についても言及して

 

 

▼提 出 者 

 鳥取県高等学校教職員組合 執行委員長  教 育 太 郎 （鳥取市○○○１丁目234－５） 

 学 校 花 子 （鳥取市）                                         署名者数 1,234 名 

▼紹介議員 ※陳情の場合は、紹介議員欄なし 

 鳥取 米子  砂丘 鬼太郎 
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